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上
凶
氏
窓
照
院
を
住
せ
し
め
た
。
こ
れ
食
除
=
一
千
石

以
上
の
者
に
奥
へ
ら
れ
る
例
に
よ
っ
た
も
の
で
あ

る
。
笛
時
朝
元
の
家
族
は
八
人
で
、
之
に
従
臨
す
る

者
給
人
七
人
、
侍
分
十
六
人
、
手
陣
者
一
入
、
若
黛

七
入
、
足
蝿
十
四
人
、
仲
間
小
者
三
十
二
人
、
女
房

下
女
サ
九
人
、
莱
馬
二
疋
で
あ
り
、
生
活
議
審
を
緩

め
、
悦
人
の
耳
同
を
錦
動
せ
し
め
た
。

ハムハ
U
朝
元
の
失
脚

l
延
亭
ご
年
六
息
苦
徳
卒
し
、
慨

子
宗
民
嗣
い
た
が
、
同
時
に
朝
元
を
近
脅
か
ら
表
向

に
鱒
.
ぜ
し
め
、
九
用
七
日
に
は
村
間
半
助
が
金
擦
に

来
着
し
て
、
調
元
の
先
に
管
掌
し
た
御
民
間
先
土
臓

の
椋
閲
を
開
始
し
た
。
こ
れ
靭
元
反
封
識
の
漸
〈
掠

顕
し
た
結
果
で
、
宇
助
の
報
告
は
亦
大
に
朝
元
に
射

す
る
鍛
挺
を
深
か
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、

翌
三
年
寄
徳
の
一
周
患
を
終
へ
た
後
、
何
等
の
訊
問

そ
行
ふ
こ
と
な
く
、
朝
元
が
先
俣
病
中
の
磁
置
不
笛

で
あ
っ
た
と
の
理
由
に
よ
り
、
七
周
二
日
本
多
安
房

守
政
昌
の
邸
に
召
喚
し
盤
腐
を
命
じ
た
。
政
昌
は
朝

元
の
組
顕
で
あ
っ
た
。
朝
元
乃
ち
吉
徳
の
病
に
侍
し

た
事
情
を
述
べ
て
大
に
抗
議
し
た
が
、
政
昌
は
こ
の

事
の
由
民
に
今
侯
の
意
に
出
た
も
の
で
、
若
し
之
に
従

は
ね
ば
、
更
に
命
に
背
く
の
罪
を
震
ね
る
も
の
で
あ

る
と
議
し
た
か
ら
、
朝
元
は
沈
思
の
後
之
を
奉
じ
た
。

三
年
十
二
周
宗
辰
ま
た
卒
し
、
霊
園
川
嗣
ぎ
、
四
年
宗

反
の
一
周
患
を
終
b
、
十
二
月
十
八
日
再
び
朝
元
を

政
昌
の
邸
に
召
し
、
奥
村
助
右
衛
門
修
古
列
席
し

て
、
話
侯
も
亦
先
俣
の
意
を
承
け
、
改
め
て
朝
元
の

食
除
を
波
牧
し
、
越
中
五
箇
山
に
流
し
、
縮
小
屋
に

禁
鋼
す
べ
き
命
を
渡
し
た
と
告
げ
た
が
、
朝
元
は
直

に
之
に
服
し
た
。
図
っ
て
五
箇
山
の
縮
腕
峻
成
す
る

ま
で
、
.
般
に
成
瀬
内
援
助
の
邸
に
置
く
こ
と
L
し、

念
に
監
禁
の
室
を
遺
骨
、
翌
朝
節
調
簡
を
以
て
本
多
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一
二
八

組
の
士
で
あ
っ
た
。
次
い
で
朝
元
の
家
財
を
関
所
に
一
拘
束
さ
れ
た
と
の
事
情
を
知
っ
た
鍔
で
あ
ら
う
。
こ
一
き
て
長
左
衛
門
及
び
母
妨
緋
女
の
消
息
を
逝
じ
、
ニ

附
し
、
家
族
を
親
類
に
寅
付
し
、
沈
延
元
年
四
月
十
一
の
時
儲
所
番
人
は
直
に
朝
元
の
鰭
死
そ
告
げ
た
が
、
一
人
の
番
人
も
亦
金
縛
か
ら
衣
服
等
脅
濁
し
た
と
の
情

八
日
朝
元
を
金
持
よ
り
出
渡
せ
し
め
て
・
、
事
闘
山
の
一
笛
時
射
水
部
小
杉
に
在
っ
て
礎
技
・
射
水
二
部
の
奉
一
を
得
た
の
で
、
費
時
四
年
間
二
月
ご
日
夫
々
所
刑
せ

組

山

村

に

怒

っ

た

。

↑

行

で

あ

っ

た

千

秋

三

郎

太

夫

は

之

常

金

抑

に

念

報

一

ら

れ

た

。

ハ
七
〉
朝
元
の
雑
感

l
朝
元
の
滞
に
仕
へ
る
こ
と
一
一
一
十
了
し
、
金
搾
か
ら
波
謹
せ
ら
れ
た
こ
人
の
御
歩
桜
円
と

λ
一
O
〉
朝
元
の
後
商

l
朝
元
に
は
向
之
助
・
築
次
郎
・

年
、
そ
の
閲
騰
や
・
増
す
こ
と
廿
一
問
、
微
股
御
坊
主
一
共
に
続
き
て
之
脅
接
し
た
に
、
朝
元
は
自
陣
子
を
者
一
伊
三
郎
三
人
の
男
子
が
あ
り
、
資
腕
四
年
間
一
…
団
事

よ
り
起
っ
て
人
持
組
の
士
に
列
す
る
こ
と
そ
得
た
一
け
、
小
が
た
な
や
・
以
て
自
害
し
、
傍
に
衣
服
と
八
ザ
口
一
件
の
務
者
に
よ
っ
て
三
人
共
に
流
刑
脅
宣
告
せ
ら
れ

が
、
一
朝
苦
徳
の
費
削
に
曾
号
て
忽
ち
築
枯
川
胞
を
異
一
と
帯
す
る
巾
着

-Zむ
い
て
あ
り
、
八
q

口
の
申
に
杉
↑
た
。
包
し
筒
之
助
は
そ
の
宣
告
以
前
に
病
死
し
、
築

に
し
た
の
は
、
自
己
-
身
の
成
競
売
張
る
に
念
に
し
一
原
紙
に
包
ん
だ
一
歩
銀
三
倒
が
あ
っ
て
、
も
と
三
十
一
次
郎
は
日
蓮
宗
寅
成
寺
の
弟
子
と
な
っ
て
採
を
宛

て
、
黛
奥
・
を
援
き
縦
瀞

-Z閉
め
る
こ
と
を
鵠
さ
な
か
一
側
を
防
布
し
た
痕
跡
が
あ
っ
た
。
是
等
は
皆
登
記
が
一
れ
、
伊
三
郎
も
十
五
歳
前
に
死

ιで
賀
刑
荷
受
け
な

っ
た
に
凶
る
も
の
で
あ
り
、
偶
以
て
そ
の
大
好
で
な
一
朝
元
に
携
行
止
官
許
し
た
も
の
で
な
か
っ
た
。
乃
ち
検
一
か
っ
た
。
女
子
四
人
は
凡
べ
て
無
採
で
あ
っ
た
。

か
っ
た
こ
と
を
諮
す
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
籾
元
の
一
競
売
川
市
へ
、
治
骸
そ
関
誌
と
し
て
下
出
村
の
道
場
前
一
オ
ホ
ツ
キ
ト
モ
ヤ
ス
大
槻
朝
安
初
名
-P.
朝
流

弼
劾
せ
ら
れ
た
理
向
は
、
彼
が
窃
例
故
栴
を
断
み
ず
‘
一
に
開
癒
し
、
同
時
に
組
山
村
の
肝
煎
一
人
・
組
合
瓶
一
と
い
ひ
、
御
開
聞
方
御
坊
・
平
.
で
あ
っ
た
が
、
元
文
五

名
を
君
侯
の
命
に
仰
っ
て
我
怠
脅
仰
に
し
、
親
涯
を
二
一
人
・
節
腕
番
人
、
そ
の
他
三
人
や
・
金
持
に
拘
致
し
二
年
御
歩
に
泌
み
、
御
時
間
方
抑
制
の
如
〈
、
名
札
町
河
左

B
R
一
服
し
、
阜
践
を
按
餓
し
、
殊
に
策
強
に
悦
れ
て
自
一
千
秋
三
一
郎
太
夫
の
家
に
て
訊
問
し
、
.
持
い
で
之
を
公
一
衛
門
と
改
め
、
覚
保
二
年
正
月
新
番
に
班
し
御
延
笥

ら
容
修
瞬
倣
を
事
と
す
る
に
拘
ら
ず
、
他
札
7
・
仰
附
す
る
一
車
場
に
牧
容
し
た
。
附
し
て
朝
元
の
一
族
も
亦
之
に
一
番
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
後
大
槻
籾
元
の
事
件
務
者
に
際

に
倹
約
令
を
以
て
し
て
、
士
際
の
平
和
な
る
生
活
を
一
関
係
し
た
事
情
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
多
〈
揚
一
し
、
費
時
四
年
間
二
周
二
日
知
行
そ
視
政
さ
れ
た
。

脅
威
し
た
と
の
賠
に
存
し
、
そ
の
反
射
篤
で
あ
っ
た
一
問
題
入
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
一
オ
ホ
ツ
ジ
ヤ
マ
大
詰
山
能
誕
榔
深
淵
の
東
方

も
の
は
、
朝
元
の
檎
勢
に
限
泊
せ
ぼ
れ
て
政
局
の
中
一
ハ
九
〉
内
通
者
の
貌
判

l
後
貌
判
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
一
に
あ
る
山
。
高
さ
一
四
三
六
米
。
山
惚
保
綴
系
。

心
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
た
老
隠
と
、
慌
に
諮
問
を
改
め
一
大
槻
長
左
衛
門
は
朝
元
の
獄
巾
に
銀
子
及
び
火
箸
を
↑
ホ
ホ
ツ
ジ
ユ
ウ
ロ
ザ
Z

モ
ン
大
津
重
郎
左
衛
門

る
を
以
て
許
す
べ
か
ら
ざ
る
弊
怒
で
あ
る
と
信
ず
る
一
一
怠
附
L
、
久
保
削
四
郎
右
衛
門
は
靭
元
の
妾
で
あ
っ
て
文
を
十
左
衛
門
元
孝
と
い
ひ
、
本
多
政
長
に
仕
へ
て

守
恕
涯
と
で
あ
り
J
前
倒
直
婦
と
背
地
穂
幹
と
は
そ
一
た
彼
の
妹
が
、
朝
元
に
脅
信
を
逝
じ
た
の
を
獣
過
し
、
一
右
筆
役
脅
勤
め
、
百
五
十
石
そ
領
し
た
。
重
郎
左
衛

の
尤
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
籾
元
が
背
徳
の
側
室
長
一
高
桑
政
右
衛
門
は
朝
元
に
商
曾
せ
ん
と
欲
し
、
}
汎
箇
一
門
は
そ
の
一
一
男
で
、
五
十
有
や
・
分
興
せ
ら
れ
た
が
、

如
院
と
常
通
し
た
こ
と
、
及
び
中
老
浅
屈
の
世
議
事
一
山
の
勉
の
渡
に
来
っ
た
が
、
』
刈
流
を
越
え
る
こ
と
能
一
事
保
十
六
年
五
周
廿
七
日
上
農
政
の
詰
所
に
於
い

件
は
、
そ
れ
が
事
貨
で
あ
る
に
し
て
も
な
い
に
し
て
一
は
ず
し
て
鴎
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
朝
元
の
部
領
に
赴
一
て
、
茶
時
前
足
偶
木
村
久
平
の
協
に
殺
害
せ
ら
れ

も
、
朝
元
が
疏
舗
に
盛
せ
ら
れ
た
後
に
現
れ
た
問
題
一
き
て
百
姓
か
ら
放
践
を
得
ん
と
し
、
金
棒
河
原
町
の
↑
た
。

で
あ
り
、
吉
徳
の
鰐
死
と
い
ふ
如
き
は
、
為
市
一
〈
稗
史
一
小
鳥
商
小
松
尾
左
七
は
、
長
左
衛
門
及
び
十
左
衛
門
一
オ
ホ
ツ
シ
ョ
ウ
大
津
産
後
愚
時
担
永
徳
元
年

作
者
の
所
護
で
あ
る
。
一
を
そ
の
家
に
曾
合
せ
し
め
、
朝
元
に
射
す
る
替
紋
脅
一
入
居
十
二
日
に
『
常
知
行
之
地
熊
来
庄
・
大
総
院
謹

ハ
八
)
朝
元
の
自
殺
l
樹
元
は
五
箇
山
に
移
さ
れ
た
寛
一
物
を
取
次
ぎ
、
朝
元
の
生
母
前
回
照
院
等
は
金
品
部
尚
一
鼠
云
々
』
と
あ
る
。
藤
原
公
忠
の
知
行
が
路
島
都
大

延
元
年
の
九
月
十
二
日
に
於
い
て
、
そ
の
織
腕
内
に
一
を
詮
附
し
、
文
朝
元
の
自
殺
に
用
ひ
た
小
が
た
な
一
一
樟
村
等
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

自
設
l
た
。
享
年
四
十
六
。
議
l
一
は
玄
冬
幽
凶
の
一
は
、
朝
元
が
五
箇
山
岩
淵
村
の
乞
食
小
助
に
銀
一
歩
オ
ホ
ヅ
チ
大
土
江
沼
郡
奥
山
方
に
鴎
ず
る
部

苦
に
地
ヘ
ざ
る
べ
き
を
思
ひ
、
一
は
見
長
左
衛
門
か
一
を
奥
へ
、
城
端
よ
り
蹄
は
し
め
た
る
も
の
と
し
、
組
落
。
笈
憩
記
聞
に
、
こ
の
村
の
奥
ザ
シ
ジ
ヤ
と
い
ふ

。A
W
哩

9
0


